
 

 

医療・介護・福祉・保健の連携 

ケアネットせとうち 
瀬戸内市在宅医療・福祉・保健連携推進協議会 

住まいの提供、安否確認や 

生活相談サービスなど 
※事業所の種類によっては介護保険や障がい 

福祉などのサービス提供を行うものもある 

 

病院から地域へ 
精神障がいのある人の入院医療から地域生活への移行 

瀬戸内市では、平成２５年度に「瀬戸内市在宅医療・福祉・保健連携推進協議会（愛称：ケアネットせとうち）」を設置し、専門職の連携強化や
地域との協働に取り組んでいます。 
ひとりひとりのニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される地域包括ケアの実現に向けて、ネットワークを活かした 
さまざまな取り組みが行われています。 

【医療・介護・福祉・保健の連携に関する総合相談・専門相談窓口】 

瀬戸内市健康福祉部健康長寿課 

住所：瀬戸内市邑久町尾張 300番地 1 瀬戸内市役所本庁舎西棟１階 

ＴＥＬ：０８６９－２4－8031 FAX：0869-24-8840                                    
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入院や通院での診療・看護 

 

在宅での診療・看護 

 

医療 

 医療機関  

医師・歯科医師・看護師・栄養士・

歯科衛生士・薬剤師・理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士・医療 

ソーシャルワーカーなど 

障がい福祉 

介護・介護予防・高齢者福祉 

 権利擁護センター ほっと♡せとうち  

相談員・市民後見人など 

はつらつ教室 

・ＯＢ会 
市内約１００か所で活動中 

体操を中心とした通いの場

認知症介護家族の会 

介護家族者の支援 

つくしカフェ 

認知症について優しく学ぶカフェ 

  居宅介護支援事業所  

介護支援専門員 

 介護サービス事業所  

介護福祉士・看護師・ 

生活相談員・ヘルパーなど 

介護（予防）サービス、 

介護予防・日常生活支援総合事業 

 

 

医療分野と介護分野／障がい福祉分野の 
連携による退院支援・日常の療養支援・ 

急変時の対応など 
切れ目のないサービス提供 

高齢者・障がい者の権利擁護 

成年後見制度の相談支援、市民後見人の養成 

福祉活動の推進 
フードバンク事業（困窮世帯などへの食料提供）、 

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用・金銭管理支援） 

生活福祉貸付事業（貸付援助が必要な世帯への相談支援） 

ボランティア活動の相談やマッチング 

         こどもひろば事業      など 

特定健診 

特定保健指導 

 相談支援事業所  

相談支援専門員

障がい福祉サービス 

地域支援事業 

相談受付、サービスに関する情報提供、 

サービス等利用計画の作成など 

看取り 
住み慣れた自宅や介護施設など、本人の望む場所での看取りの実施 

 地域包括支援センター  

保健師・社会福祉士・ 

精神保健福祉士・ 

介護支援専門員など 

介護・高齢分野と障がい福祉分野の連携 
高齢障がい者への切れ目のないサービス提供 

世帯全体への支援が必要な家庭への支援 

（ 

 

生活にお困りの人への支援 
仕事・生活上の不安・家計に関する相談 

ご近所の支え合い 見守り 声かけ支援 

コミュニティ活動 仲間づくり 異世代交流 

 

 

ネットワーク構築、 
連携・支援体制に関する協議など 

 障がい福祉サービス事業所  

支援員・就労支援員・児童 

指導員など 

保健 

小中学校 

 

乳幼児健診 育児相談 

予防接種 

訪問看護 

 

専門職や行政の連携 専門職や行政による支援 市民活動や民間サービス 

幼稚園 保育園 

こども園 

放課後児童クラブ 

 

地域ケア会議 

小地域ケア会議 

個別地域ケア会議 

生活支援 

 生活相談支援センター  

相談員など 

高齢者の雇用創出、就労等の相談受付 

趣味や余暇 

住まい 

相談・支え合い 

 ジョブスポットせとうち  

生涯現役促進協議会 

ゆめワークせとうち 福祉の相談と 

就労等の相談受付 

各種施策の実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

専門職向け 
〇専門職の人材育成（研修機会や情報の提供） 

〇多職種連携の支援・調整 

〇専門相談・総合相談の相談受付 

〇地域の体制づくり           など 

市民向け 
〇情報発信（研修会・講演会・出前講座などの開催、 

広報せとうちやホームページ、各種委員などを 

通じた回覧、ＳＮＳなどによる情報提供） 

〇相談受付、各種支援           など 

 行政（市） （健康福祉部）福祉課、健康長寿課 

（こども未来部）こども家庭課 

（市民部）国保年金医療給付課 

サービス付き高齢者向け住宅 

有料老人ホーム ケアハウス 

グループホーム 

特別養護老人ホーム 

    養護老人ホーム  など 

 

 

  
子育てに関する相談 

市民による支援    

生活支援サービス 

配食や買い物支援など 

相談受付、サービスに 

関する情報提供、 

ケアプランの作成など 

民間事業者 

ＮＰＯなど 

市民サークル 

親子クラブ 

地域自立支援協議会 

シルバー人材センター 

 公民館グループ 

 ボランティア 

ふれあいサロン 

愛育委員 

 行政（保健所） 

  

栄養委員 

福祉委員 

当事者の会・家族の会 

民生委員・児童委員 

社会福祉協議会 地区社会福祉協議会 

老人クラブ 自治会 コミュニティ協議会 

令和３年３月作成 

令和６年３月・４月、令和８年４月一部改訂 

 子育て支援センター  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

薬局 

住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けるために 


